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１．はじめに 

１-１．作成、公表までの経過 

地方自治体においては、各会計年度における支出は、その年度の収入をもっ

て充てなければならないという、「会計年度独立の原則」から、各会計年度内の

現金の出入りを記録する現金主義となっており、歳入歳出決算書や決算統計等

に基づいて経常収支比率等の指標を算定し、財務分析を行ってきました。 
しかし、これらの指標は収支情報を中心としたフローの情報に基づくもので、

現金の支出後は会計上の記録対象とはなりませんでした。取得した財産の減価

償却などを考慮しない現金主義に基づく単式簿記では、資産や債務といったス

トックの情報が含まれていない点に限界がありました。 
そのような状況の中、平成 17 年 12 月 24 日に閣議決定された「行政改革の

重要方針」を受け、地方公会計改革の取り組みとして、「地方公共団体における

行政改革の更なる推進のための指針」（平成 18 年 8 月 31 日）等により、「地方

公会計制度研究会報告書」（平成 18 年 5 月 18 日）で示された普通会計及び連

結ベースでの財務書類 4 表（貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、

純資産変動計算書）を平成 21 年度までに整備するよう求められました。 
地方公会計制度研究会報告書においては、財務書類の作成方式として「基準

モデル」と「総務省方式改訂モデル」が示されています。「基準モデル」は、す

べての資産台帳の整備と個別出納データ単位での複式簿記化の考え方を初期段

階から必須としているのに対して、「総務省方式改訂モデル」は、暫定的な簡便

法として決算統計等の集計データの活用を認めています。 
全国の市区町村における財務書類の整備状況（平成 25 年 3 月 31 日時点）に

ついては、95.5％（うち連結財務書類まで作成は 67.2％）の市区町村が作成済

もしくは作成中となっており、そのうち「総務省方式改訂モデル」を活用して

いる市区町村は、82.7％（うち連結財務書類まで作成は 82.6％）を占めていま

す。 
能勢町においては、多くの市区町村が採用している「総務省方式改訂モデル」

により財務書類 4 表を平成 20 年度決算より作成し公表しています。この度、

平成 24 年度決算に基づく普通会計財務書類 4 表及び連結財務書類 4 表を作成

しましたので公表いたします。 

 

１-２．財務書類整備の目的 

 地方自治体において、財務書類を整備する目的は、大きく次の二点にまとめ
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ることが出来ます。 

 
１ 説明責任の履行 

 住民のみなさんから付託された行政資源に対する説明責任については、

財務情報のわかりやすい開示により、財政の透明性を高め、その責任を

より適切に果たすことが出来ます。 
２ 財政の効率化・適正化 

 財務書類から得られる情報を資産・債務管理、費用管理等に有効に活

用することによって、財政運営に関するマネジメント力を高め、財政の

効率化・適正化を図ることが出来ます。 

 

１-３．財務書類整備の効果 

現金主義による地方自治体の予算・決算制度を前提とした場合、新たに発生

主義に基づく財務書類を整備することによる効果としては、次の三点が挙げら

れます。 

 
１ 発生主義による正確な行政コストの把握 

 財政の効率化には正確な行政コストの把握が不可欠ですが、財務書類

における行政コスト計算書を作成することにより減価償却費など見えに

くいコストを含めたフルコストを把握することが出来、これを明示する

ことによりコスト意識の醸成につなげることが出来ます。 
２ 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握 

 貸借対照表を作成することにより、地方自治体がこれまでの行政活動

により蓄積したすべての資産について、その評価額を含めたストック情

報が明示されるとともに、資産形成に要した負債の額とあわせて見るこ

とで、資産と負債（ストック）の総体を一覧的に把握することが可能と

なります。 
３ 連結ベースでの財務状況の把握 

 現行の決算書類に加え、普通地方公共団体を中心とする行政サービス

提供主体の財務状況を一体的に把握することが可能となります。 

 

１-４．貸借対照表（バランスシート）とは 

 貸借対照表は、会計年度末における地方自治体の財政状態（資産保有状況と

財源調達状況）を表す財務書類です。住民サービスを提供するために保有して
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いる土地、建物、預金などの財産（資産）と、その資産を形成するための財源

（負債・純資産）がどのように調達されたのかを総括的に対照表示した一覧表

です。 
 また資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、左右がバランスしている表

であることからバランスシートとも呼ばれます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

１-5．行政コスト計算書とは 

 行政コスト計算書は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間の行政活

動のうち福祉活動やごみ収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに

係る経費（経常行政コスト）とその行政サービスの直接の対価として得られた

財源（経常収益）を対比させ、純経常費用（純経常行政コスト）をあらわす財

務書類です。 
 また退職手当引当金や減価償却費といった発生主義特有の非支出コストも計

上され、計算書の縦列では行政コストの性質別（人にかかるコスト、物にかか

るコストなど）に、横列では目的別（生活インフラ・国土保全、教育、福祉な

ど）に区分してあらわされています。 

 

１-６．純資産変動計算書とは 

 純資産変動計算書は、貸借対照表の「純資産の部」に計上されている各数値

が 1 年間でどのように変動したかをあらわしている財務書類です。 
 貸借対照表の「純資産の部」は「これまでの世代」が負担してきた部分です

ので、この 1 年間で「これまでの世代」の負担が増えたのか減ったのかがわか

ります。 

 

１-7．資金収支計算書とは 

 資金収支計算書は、民間企業会計におけるキャッシュフロー計算書にあたり、
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資産 負債

　…

　… 純資産

　歳計現金

　…

貸借対照表 行政コスト計算書

経常行政コスト

経常収益

―
＝

純経常行政コスト

資金収支計算書

収入
―

支出

＝

歳計現金増減額

＋

期首歳計現金残高

＝

期末歳計現金残高 期末純資産残高

純資産変動計算書

期首純資産残高

―

純経常行政コスト

＋

一般財源、補助金受入等

±

資産評価替え等

＝

この 1 年間の歳計現金（＝資金）の出入りの情報を、性質の異なる３つの区分

（活動）に分けて表示した財務書類です。「経常的収支の部」、「公共資産整備収

支の部」、「投資・財務的収支の部」に分類することで、地方自治体のどのよう

な活動に資金が必要とされ、それをどのように調達したかをあらわしています。 

 

１-8．財務書類４表の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．普通会計財務書類４表 
 

２-１．作成の前提 

 貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書は、総

務省方式改訂モデルに基づき作成しています。 

 
１ 対象会計範囲 

    普通会計（一般会計）を対象としています。 

コスト情報 

資産形成のため以外

で発生したコスト一

純資産情報 

純資産の増減と内訳

ストック情報 

資産と財源の総括表 

収支情報 

現金の性質別収支状況
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２ 対象年度 

 対象年度は平成 24 年度で、平成 25 年 3 月 31 日を作成基準日として

います。ただし出納整理期間（平成 25 年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで）

の収支は、基準日までに終了したものとして処理しています。 
３ 作成基礎データ 

 原則として、昭和 44 年度以降の決算統計の数値を基礎として作成し

ています。一部、対象年度の歳入歳出決算書等の数値を用いて算出して

います。 

 

２-２．貸借対照表 
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※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国府補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

（うち共同発行地方債に係るもの 千円）

③その他 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち3,290,243千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

　普通会計の将来負担額 11,311,710 千円

　[内訳]　普通会計地方債残高 4,424,463 千円 4,424,463 千円

　　　　　債務負担行為支出予定額 0 千円 0 千円 千円

　　　　　公営事業地方債負担見込額 5,234,509 千円 千円

　　　　　一部事務組合等地方債負担見込額 748,127 千円 千円

　　　　　退職手当負担見込額 904,611 千円 904,611 千円

　　　　　第三セクター等債務負担見込額 0 千円 0 千円 千円

　　　　　連結実質赤字額 0 千円

　　　　　一部事務組合等実質赤字負担額 0 千円

　基金等将来負担軽減資産 9,620,091 千円

　[内訳]　地方債償還額等充当基金残高 4,245,316 千円

　　　　　地方債償還額等充当歳入見込額 0 千円

　　　　　地方債償還額等充当交付税見込額 5,374,775 千円

　(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 1,691,619 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は2,485,898千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は22,005,219千円です。

148,457

項目
負債計上

【（翌年度償還予定）地方
債・（長期）未払金・引当

金】

注記

【契約債務・
偶発債務】

[内訳]

金額

225,506

79,394

0

0

0

5,234,509

7,881

140,123

28,399

11,621

163,578

748,127

0

9,695

39,408

0

0

225,506

50,307

 

 

２-２-１．概要 

 平成 24 年度末の能勢町の「資産」は、202 億 3,063 万 6 千円です。この「資

産」を形成するための財源は、国・府の補助金やこれまでの世代が負担した「純

資産」が 149 億 2,084 万円となっており、将来世代の負担である「負債」は、

53 億 979 万 6 千円となっています。 

 

２-２-２．資産 

 資産には、住民サービスを提供するために使用される「公共資産（売却可能

資産除く）」と、将来資金流入をもたらす「売却可能資産」、「投資等」と、「流

動資産」があります。 

 

 １ 公共資産 

 資産のうち「公共資産」は、「有形固定資産」と「売却可能資産」で構成され

ており、157 億 6,614 万円と資産合計の 77.9％を占めています。 
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(1) 有形固定資産 
 「有形固定資産」とは、公共資産のうち、長期間にわたって住民サービ

スを提供するために使用される、土地、建物などです。行政目的別に区分

されており、その主な内訳をみてみると、道路などのインフラ整備に 50
億 5,180 万円（32.1％）、学校などの教育文化施設の整備に 44 億 7,307
万 4 千円（28.4％）、農地などの整備に 27 億 6,120 万 3 千円（17.5％）

となっています。 
(2) 売却可能資産 

 「売却可能資産」とは、公共資産のうち、遊休資産や未利用資産など、

現在行政目的のために使用していない資産をあらわしており、2,394 万 9
千円を計上しています。 

 
 ２ 投資等 

 資産のうち「投資等」は、第三セクターなどへの「出資金」や特定目的の「基

金」、回収期限が到来してから 1 年以上回収できていない債権「長期延滞債権」

など 9 億 7,045 万 1 千円を計上しています。 
(1) 投資及び出資金 

第三セクターである(有)能勢物産センターへの出資金など 1,476 万 9 千

円を計上しています。 
(2) 貸付金 

 福祉資金や住宅改良基金などの福祉的な目的の貸付金や地域振興など

の産業振興目的の貸付金などが計上されますが、本町においては該当がな

く未計上となっています。 
(3) 基金等 

 退職手当目的基金が 4 億 941 万 7 千円、地域福祉基金や災害対策基金

など特定目的基金が 4 億 6,152 万 7 千円、奨学基金などの定額運用基金

が 2,028 万 2 千円、計 8 億 9,122 万 6 千円を計上しています。 
(4) 長期延滞債権 

町税など、回収期限から 1 年以上回収されていない債権が 9,577 万 5
千円あります。 

(5) 回収不能見込額 
 過去 5年間の回収不能実績をもとに 3,131万 9千円を見込んでいます。 

 
 ３ 流動資産 

 資産のうち「流動資産」には、「現金」、必要に応じてすぐに使える「基金」、

町税などの「未収金」を計上しており、34 億 9,404 万 5 千円となっています。 
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(1) 現金預金 
財政調整基金が 31億 8,295 万 1 千円、歳計現金が 2 億 9,827 万 9千円、

計 34 億 8,123 万円を計上しています。 
(2) 未収金 

平成 24 年度の収入として調定していた地方税のうち 1,681 万 8 千円と

保育料のうち 108 万 9 千円など、計 1,807 万円を計上しています。この

うち過去の回収不能実績をもとに、525 万 5 千円を回収不能見込額として

計上しています。 

 
 ※前年度との比較 

有形固定資産については、新学校建設には着手はしたものの、造成及び本体

工事等については、後年度の実施となること、またその他の建設事業費につい

ては、引き続き抑制に努めたことにより、資産の取得が減価償却費を下回った

ことにより 6 億 1,679 万 8 千円の減少となり、売却可能資産については、一部

普通財産の売却の実施及び固定資産評価の時点修正により 772 万 1 千円減少し

ています。 
 基金等については、その他特定目的基金は取崩しをしているものの、退職手

当目的基金を一部取崩しはしたが、5,092 万 8 千円積立てたことにより、2,523
万 6 千円増加している。回収不能見込額については、過去 5 年間の回収不能実

績等により計上額が変動しています。 
 現金預金については、財政調整基金残高が積立により 9,622 万 9 千円増え、

その結果、増加しました。また地方税に係る未収金は、徴収強化等の効果によ

り 304 万 4 千円減少しています。 

 

２-２-３．負債 

 負債は、将来支払義務の履行により資金流出をもたらすもので、将来世代の

負担分といえます。負債には、支払時期が 1 年超の「固定負債」と 1 年以内の

「流動負債」に区分されています。 

 
 １ 固定負債 

 負債のうち「固定負債」は、貸借対照表日(平成 25 年 3 月 31 日)の翌日から

1 年以降（平成 26 年度以降）に支払や返済が行われる予定のものであり、「地

方債」など 49 億 7,224 万 7 千円を計上しています。 
(1) 地方債 

地方債のうち翌々年度以降に償還されるもの 40 億 6,763 万 6 千円を計
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上し、固定負債の 81.8％を占めています。 
(2) 長期未払金 

 既に物件の引渡しやサービスの提供を受けたものに対する未払額、ある

いは債務保証や損失補償の履行が決定した額などが計上されますが、本町

では該当はありません。 
(3) 退職手当引当金 

 貸借対照日(平成 25 年 3 月 31 日)に特別職を含む全職員（翌年度退職予

定者除く）が退職した場合に必要となる退職手当額 9 億 461 万 1 千円を

計上しています。 
(4) 損失補償等引当金 

 履行すべき額が確定していない第三セクター等の損失補償債務など将

来負担額のうち、地方公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含

めたものを損失補償等引当金として計上するところですが、本町では該当

はありません。 

 
 2 流動負債 

 負債のうち「流動負債」は、1 年以内に支払や返済をしなければならないも

のであり、「地方債」や「賞与引当金」など 3 億 3,754 万 9 千円を計上してい

ます。 
(1) 翌年度償還予定地方債 

 地方債のうち翌年度償還予定額は、2 億 8,759 万 9 千円となっています。 
(2) 短期借入金 

 収支不足が発生した場合は翌年度の予算から前借りする翌年度繰上充

用金を計上するところでありますが、本町では該当はありません。 
(3) 未払金 

 固定負債の長期未払金が翌々年度以降の支出予定額であるのに対し、翌

年度支出予定額は「未払金」として計上しますが、本町では該当はありま

せん。 
(4) 翌年度支払予定退職手当 

 職員に支払う退職手当のうち翌年度に支払う予定額を計上するところ

でありますが、今年度は該当ありません。したがって現時点で全職員が退

職した場合に必要となる退職手当は、固定負債の退職手当引当金に計上し

た 9 億 461 万 1 千円となります。これらに見合う「退職手当目的基金」4
億 941 万 7 千円との差額分の退職手当の支払いは、将来の税収などによ

り賄わなければならないことになります。 
(5) 賞与引当金 
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 翌年度の 6 月に支給される賞与のうち当年度に発生した部分、4,995 万

円を計上しています。 

 
 ※前年度との比較 

固定負債は、地方債の償還額が発行額を上回っていることにより 2,393 万 8
千円減少している。 
 流動負債は、翌年度予定退職者に該当がないため翌年度支払予定退職手当が

皆減し、9,652 万 4 千円減少しています。 

 

２-２-４．純資産 

 純資産は、資産と負債の差額であり、負債が将来世代の負担分であるのに対

し、純資産はこれまでの世代の負担分であるといえます。純資産は、「公共施設

等整備国府補助金等」、「公共施設等整備一般財源等」、「その他一般財源等」、「資

産評価差額」に区分されています。 

 
 １ 公共資産等整備国府補助金等 

 住民サービスを提供するための公共施設の整備などの財源として国・府から

受けた補助金 50 億 2,010 万 9 千円を計上しています。 

 
 ２ 公共資産等整備一般財源等 

 住民サービスを提供するための公共施設の整備などの財源のうち、上記の

国・府補助金と建設地方債を除いたもの（これまでの世代が支払った税金等に

よる部分）、95 億 5,855 万 7 千円を計上しています。 

 
 ３ その他一般財源等 

 公共資産以外の資産から公共資産整備財源以外の負債を差し引いた額で、3
億 3,469 万 1 千円を計上しています。これは、翌年度以降に使途が拘束されて

いない財源をあらわしています。 
 具体的には、退職手当引当金や赤字地方債（臨時財政対策債など）など資産

形成につながらない負債に対して、それらの支出に対する備えが、一部蓄えら

れていることを示しています。 
 また臨時財政対策債などの赤字地方債は、地方交付税の代替措置として発行

が認められたものであり、償還財源は将来の地方交付税により財源措置される

ことになっています。 
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 ４ 資産評価差額 

 売却可能資産の取得価額と売却可能価額との差額や市場価格のある有価証券

の取得価額と時価の差額、748 万 3 千円を計上しています。 

 
※前年度との比較 

公共施設等整備国府補助金等及び公共資産等整備一般財源等については、国

府補助金等の受入額や公共施設整備への一般財源投入額が減価償却費を下回っ

たため減少しています。一方、その他一般財源等は、補助金等の受入額が減少

したものの、減価償却に伴い財源が増加したことに加え地方債償還等に伴う財

源振替額が減少したことにより、481 万 6 千円増加しました。 

 

２-２-５．注記 

 注記には、貸借対照表には計上されないが、将来的に能勢町が負担する可能

性のある事項やその他財務上において重要と考えられる情報が記載されていま

す。 

 
 １ 他団体及び民間への支出金により形成された資産 

 他団体及び民間への支出金により形成された資産は、総額で 2 億 2,250 万 6
千円あり、このうち 1億 6,357万 8千円が一般財源等により充当されています。 

 
 ２ 債務負担行為に関する情報 

 貸借対照表の「長期未払金」、「未払金」に計上されたもの以外に将来負担と

なる可能性があるもの、2 億 2,785 万 1 千円を計上しています。 

 
 ３ 交付税措置地方債の金額 

 地方債残高 43 億 5,523 万 5 千円のうち 32 億 9,024 万 3 千円（75.5％）につ

いては、将来の地方交付税の算定基礎に含まれることが見込まれています。 

 
 ４ 普通会計の将来負担に関する情報 

 普通会計の将来負担額 113 億 1,171 万円に対して、96 億 2,009 万 1 千円の将

来負担軽減資源があり、実質的負担額は、16 億 9,161 万 9 千円となります。 

 
 ５ 土地及び減価償却累計額 

 有形固定資産 157 億 4,219 万 1 円のうち、土地が 24 億 8,589 万 8 千円、償

却資産が 132 億 5,629 万 3 千円となります。また減価償却累計額が 220 億 521
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万 9 千円であることから、償却資産の取得価額 352 億 6,151 万 2 千円に対して

62.4％の減価償却が進んでいる（資産老朽化比率）ことになります。 
※ 資産老朽化比率の平均的な値は、35％～50％の間の比率になります。 

 
※前年度との比較 

債務負担行為に関する情報については、し尿処理施設運転管理業務に係る債

務負担行為等により 4,169 万 5 千円の増額となりました。 
普通会計が将来負担すべき実質的な負債については、公営事業地方債負担見

込額並びに一部事務組合等地方債負担見込額が減少したこと、加えて地方債償

還額等充当基金残高が増加したことにより、3億 4,428 万 7千円減少しました。 
また土地及び減価償却累計額については、減価償却により施設の老朽化が前

年度よりも進んでいることをあらわしています。 

 

２-３．行政コスト計算書 

 
 

２-３-１．概要 

 平成 24 年度の「経常行政コスト」は、非現金支出を含め 44 億 9,723 万 7 千

円、これに対する「経常収益」は、1 億 887 万 9 千円（受益者負担割合（比率）
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は 2.4％）で、「純経常行政コスト」は、43 億 8,835 万 8 千円となります。 
※ 受益者負担比率の平均的な値は、2％～8％の間の比率になります。 

※ 行政サービスを提供する上で最も重要な財源である税収は経常収益に含めないため、

経常行政コストと経常収益を比べると一般的には大幅なコスト超過になります。 

 

２-３-２．性質別経常行政コスト 

 経常行政コストを性質別に

みてみると、人件費など「人

にかかるコスト」は、11 億

8,251 万 1 千円で全体の

26.3％となっており、施設の

維持管理、業務委託、備品の

購入、減価償却費など「物に

かかるコスト」は、15 億 8,607
万 1 千円で全体の 35.3％とな

っています。また医療費助成などの社会保障給付や他会計への支出など「移転

支出的なコスト」は、16 億 7,074 万 6 千円で全体の 37.2％を占めており、支

払利息、回収不能見込計上額といった「その他のコスト」は、5,790 万 9 千円

で全体の 1.3％となっています。 

 
※前年度との比較 

人にかかるコスト、物にかかるコスト、移転支出的なコストともに、大きな

変化はなく、総コストも 252 万円の減少に留まっています。 

 

２-３-３．目的別経常行政コスト 

 経常行政コストを目的別に見てみると、福祉が 11 億 3,193 万 1 千円（25.2％）

と最も多く、環境衛生 8 億 3,187 万 1 千円（18.5％）、総務 7 億 6,728 万 4 千

円（17.1％）、教育 5 億 9,129 万 5 千円（13.1％）の順になっています。 

 
※前年度との比較 

クリーンヒル(旧し尿処理施設)の解体等により、環境衛生が 8,000 万 1 千円

増加、電算改修費用の減少等により総務が 2,696 万 5 千円減少したが、その他

の目的別においては、大きな変動はありませんでした。 
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２-４．純資産変動計算書 

 

 

２-４-１．概要 

 期首に 153 億 8,876 万 4 千円あった純資産残高が、期末では 149 億 2,084 万

円となり、総額で 4 億 6,792 万 4 千円減少しています。これは、当年度の純経

常コストが地方税、地方交付税、補助金等の受入を上回ったことによります。 

 

２-４-２．純経常行政コストと財源 

 純経常行政コスト 43 億 8,835 万 8 千円に対して、地方税、地方交付税など

の経常的な一般財源が 34 億 4,251 万 1 千円、経常的なコストに対する補助金

が 4 億 7,978 万 9 千円であることから 4 億 6,605 万 8 千円のコスト超過である

状態です。 
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※前年度との比較 

純経常行政コストには、大きな変化はないが、補助金等受入額が 4 億 5,955
万 4 千円減少し、町税、地方交付税も減少したため、コスト超過額は、5 億 5,344
万円悪化しました。 

 

２-４-３．臨時損益  

 公共資産の除売却や第三セクター等に対する債権の放棄など、臨時的な要因

によるコストや収入を計上します。 

 
※前年度との比較 

今年度は、災害復旧事業費の計上はなく、普通財産の売却に係る公共資産除

売却損益を 198 万 6 千円計上しています。 

 

２-４-４．科目振替  

 公共資産等の整備及び減価償却に伴う財源等の振替を行い、財源の異動を明

らかにしているものです。 
 2 億 575 万 7 千円の一般財源が公共資産の整備に、1,927 万 3 千円の一般財

源が貸付金・出資金等に投下され、貸付金・出資金等の回収等により 3,540 万

8 千円の一般財源が回収されたことをあらわしています。 
 減価償却については、8 億 4,170 万 6 千円の減価償却費のうち、国府補助金

等を財源とする部分 2 億 8,043 万 2 千円、一般財源等を財源とする部分 5 億

6,127 万 4 千円が、「公共資産等整備国府補助金等」及び「公共資産等整備一般

財源等」から「その他一般財源等」にそれぞれ振り替えられています。 
 また公共資産等整備の財源として発行された地方債 1 億 8,105 万 8 千円を一

般財源で償還したため、公共資産等整備一般財源等として拘束されたことをあ

らわしています。 

 
※前年度との比較 

し尿処理施設建設の完了等に伴い、公共資産整備への一般財源の投入額が 1
億 1,233 万 6 千円減少しています。また元金償還額の減少により、「その他一

般財源等」から「公共資産等整備一般財源等」への振替額が 1 億 2,311 万 3 千

円減少しています。 
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２-４-５．資産評価  

 売却可能資産や有価証券の時価評価に伴う増減額を表しており、評価差額△

385 万 2 千円を計上しています。 

 

２-５．資金収支計算書 

［ 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 ］  

  （単位：千円） 

 
 

２-５-１．概要 

 「経常的収支の部」で生じた収支剰余（黒字）10 億 1,084 万円で、「公共資

産整備収支の部」と「投資・財務的収支の部」の収支不足（赤字）10 億 8,664
万円を補てんしたものの、当年度歳計現金は 7,580 万円減少したことをあらわ

しています。 
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２-５-２．経常的収支の部 

 支出には、人件費、物件費などの日常の行政サービスを行うにあたって必要

な支出、35 億 2,205 万 6 千円を計上し、収入には、地方税、地方交付税などの

日常の行政サービスのための支出を賄う収入（財源）、45 億 3,289 万 6 千円が

計上されています。この結果、経常的収支差額 10 億 1,084 万円が公共資産整

備や地方債償還などに充当されることになります。 

 
※前年度との比較 

支出においては、退職者数の増に伴う人件費及び他会計への事務費等充当財

源繰出支出が増加しています。また収入においても平成 23 年度に臨時的に計

上した公債費府負担金 3 億 6,512 万 2 千円が皆減となり、地方交付税、基金取

崩等も減少したことにより収支額は、8 億 1,722 万 6 千円の大幅な減となりま

した。 

 

２-５-３．公共資産整備収支の部 

 支出には、自団体で社会資本を整備する公共資産整備支出が 2 億 2,490 万 8
千円、他団体に補助金を支出して公共資産を整備する公共資産整備補助金等支

出が 217 万 5 千円、他会計への繰出金や補助金等のうち建設費に充てられるも

の 2,335 万 9 千円、計 2 億 5,044 万 2 千円を計上しています。収入には、公共

資産整備支出の財源となった補助金等、地方債発行額など 2,135 万 1 千円を計

上しており、この結果、公共資産整備収支の額は 2 億 2,909 万 1 千円の赤字と

なっています。 

 
※前年度との比較 

平成 23 年度に取り組んだし尿処理施設建設事業が完了したこと伴い、公共

資産整備支出が減少したため、収支額の赤字が 1 億 2,217 万 6 千円改善しまし

た。 

 

２-５-４．投資・財務的収支の部 

 支出には、借金の返済額、他会計の借金返済に充当するための繰出金や補助

金、基金への積立額として 8 億 6,981 万 1 千円を計上し、収入には、公共資産

の売却収入などで 1,226 万 2 千円を計上しています。この結果、投資・財務的

収支額は 8 億 5,754 万 9 千円の赤字となっています。 
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※前年度との比較 

財政調整基金への積立が 4 億 1,986 万 2 千円減少したことなどにより、収支

額の赤字が 4 億 5,606 万 7 千円改善しました。 

 

２-５-５．注記 

 １ 一時借入金に関する情報 

 一時借入金の借入限度額は 6 億円となっており、最大 6 億円の一時借入が行

えますが、実際には借入は行われず、利子の支払額も発生していません。 

 
 ２ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報 

 基礎的財政収支とは、政策的な支出を新たな借金に頼らずに、その年度の税

収等で賄われているかどうかをあらわすものです。具体には、「歳入総額（前年

度繰越金を除く）から地方債発行額及び財政調整基金の取崩額を除いたもの」

から「歳出総額から地方債元利償還額及び財政調整基金の積立額を除いたもの」

を差し引いて算出します。基礎的財政収支が均衡するということは、地方債発

行残高の増加を抑制する条件となり、将来負担の軽減につながるものといえま

す。 

 
※前年度との比較 

基礎的財政収支は、5,768 万円悪化したものの、1 億 3,554 万円の黒字とな

り、将来負担の軽減が図れています。 

 

２-６．普通会計財務書類を活用した分析 

２-６-１．社会資本形成の世代間負担比率 

 社会資本の整備結果を示す公共資産を、これまでの世代と将来世代でどれだ

け負担するかを示す割合で、貸借対照表の数値を用いて算出します。 

 

 平均的な値としては、過去及び現世代負担比率は 50％～90％の間、将来負担

比率は 15％～40％の間の比率になるといわれていますので、能勢町の世代間比

率は概ね平均的な水準であるといえます。 
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 なお、比率を算出する上で、社会資本形成の財源とならない地方債も含まれ

るため、現世代負担比率と将来世代負担比率の合計は 100％になりません。 

 

２-６-２．住民一人あたりの貸借対照表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 住民一人あたりに換算すると、一人が保有する全財産（資産合計）は、176
万 7 千円です。これを身近なもので例えると有形固定資産は、現に住んでいる

住宅のことで 137 万 5 千円の資産価値があるといえます。他には売れる資産と

して土地建物を 2 千円、将来的に資金化できる定期預金や株券を 8 万 5 千円、

すぐに使える普通預金や現金を 30 万 5 千円保有していることになります。一

方この財産を形成している財源が負債と純資産であらわされます。176 万 7 千

円の財産に対して、46 万 4 千円は住宅ローンなどの借金に頼っており将来の返

済が必要ですが、残りの 130 万 3 千円はこれまでに負担してきた自分の財産と

いえる部分です。 
 平均的な値としては、住民一人当たりの資産額は、100 万円～500 万円の間

の金額、住民一人当たりの負債額は 30 万円～200 万円の間の金額になります。 

 

２-６-３．歳入額対資産比率 

 歳入総額に対する資産の比率を算定することにより形成されたストックであ

る資産は何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。 

 

※ 「資産合計」は、貸借対照表の数値を使いますが、「歳入総額」は、資金収支計算書の

各部の収入合計の総額に期首歳計現金残高を加算して算出します。 

 歳入額対資産比率の平均的な値は、3.0～7.0 の間になります。 
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２-６-４．行政コスト対税収等比率 

 行政コスト計算書における純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見

ることによって、当年度に行われた行政サービスのコストから受益者負担分を

除いた純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われたかをあ

らわします。 
 比率が 100％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産が蓄積され

たか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が軽減されたこと（もしくはその両

方）をあらわし、比率が 100％を上回っている場合は、過去から蓄積した資産

が取崩されたか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと（もしく

はその両方）をあらわしています。 

 
※ 「純経常行政コスト」は行政コスト計算書、「一般財源」及び「補助金等受入」は純資

産変動計算書の数値を使用します。 

行政コスト対税収等比率の平均的な値は、90％～110％の間の比率になりま

す。 
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３．連結財務書類４表 
 

３-１．作成の前提 

 連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計算書、連結資金

収支計算書は、総務省方式改訂モデルに基づき作成しています。 

 
１ 対象会計範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 対象年度 

 対象年度は平成 24 年度で、平成 25 年 3 月 31 日を作成基準日として

います。ただし出納整理期間（平成 25 年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで）

の収支は、基準日までに終了したものとして処理しています。 
３ 作成基礎データ 

 普通会計や、国民健康保険等の特別会計、一部事務組合・広域連合に

ついては、原則として、昭和 44 年度以降の決算統計の数値を基礎とし、

一部対象年度の歳入歳出決算書などにより作成しています。地方公営企

業（水道事業会計）や第三セクター等については、それぞれの決算書を

基礎としています。 
４ 個別財務書類の作成（組み換え、相殺等） 

 貸借対照表などの財務書類を作成していない特別会計などは、普通会

計と同じく総務省方式改定モデルにより作成しています。 
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 企業会計や土地開発公社、第三セクターなどは、それぞれの会計基準

により財務書類を作成しているので、連結財務書類の科目に統一するた

めに、項目の追加や分割、変更などの組替を行っています。 
また出納整理期間がある会計とない会計の出納整理期間中の資金の収

受についても調整を行っています。 
各々の財務書類を連結するにあたっては、連結の範囲となる普通会計、

公営事業会計、一部事務組合等の個々の行政サービス実施主体を一つの

行政サービス実施主体とみなして作成することから、連結内部の会計間

の取引（お金のやり取り）は相殺され、連結財務諸表にはあらわれませ

ん。 

 

３-２．連結貸借対照表 
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３-２-１．概要 

 連結ベースでみると平成 24 年度末の能勢町の「資産」は、381 億 8,713 万 4
千円です。この「資産」を形成するために、これまでの世代が負担した「純資

産」は、259 億 1,629 万 8 千円となっており、将来世代の負担である「負債」

は、122 億 7,083 万 6 千円となっています。 

 

３-２-２．資産 

 １ 公共資産 

 普通会計の貸借対照表に計上した道路や学校などの施設に水道、下水道、一

部事務組合におけるごみ処理施設などの資産も加えて、すべての公共資産が計

上されています。全資産のうち 83.0％を占める公共資産の計上額は、316 億

8,155 万円となっています。 
 これを普通会計と比較すると 2.01 倍になり、特に水道施設、ごみ処理施設な

どが加わった「環境衛生」で 7.86 倍と大きく増加しているほか、下水道施設が

加わった「生活インフラ・国土保全」が 2.18 倍、農業集落排水施設などが加わ

った「産業振興」で 1.21 倍になっています。 

 
 ２ 投資等 

 普通会計の貸借対照表に計上した基金などに加えて、水道事業会計が保有す

る町引継建設改良積立金や一部事務組合が保有する基金、国民健康保険特別会

計で計上する長期延滞債権などが加えられることにより 16 億 3,250 万 6 千円

を計上し、普通会計の 1.68 倍となっています。 
 しかし普通会計の貸借対照表に計上した第三セクターへの出資金は、連結内

部の取引として相殺消去されています。 

 
 ３ 流動資産 

普通会計の貸借対照表に計上した財政調整基金や歳計現金等の預金現金のほ

か、連結対象会計・団体等の現金預金及び未収金などが加えられることにより、

48 億 7,307 万 4 千円を計上し、普通会計の 1.39 倍となっています。 

 
 ４ 繰延勘定 

大阪広域水道企業団に係る繰延資産 4 千円を計上しています。 
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３-２-３．負債 

 １ 固定負債・流動負債 

 水道、下水道及び一部事務組合等におけるごみ処理施設などの公共施設の整

備に借り入れた地方債により、固定負債においては 2.32 倍の 115 億 3,648 万 1
千円、未払金や地方債の翌年度償還予定額などにより、流動負債においては

2.18 倍の 7 億 3,435 万 5 千円を計上しています。 

 

３-２-４．純資産 

 １ 純資産 

 純資産の合計は、259 億 1,629 万 8 千円が計上されており、普通会計に比べ

ると 1.74 倍となっています。これは主に水道、下水道、一部事務組合等を連結

したことによる影響です。 

 

３-２-５．社会資本形成の世代間負担比率（連単比較） 

 
 
 
 
 「過去及び現世代負担比率」においては、普通会計の 94.6％から連結では

81.8％に低下し、逆に「将来世代負担比率」は、普通会計の 27.6％から連結で

は 32.7％に上昇しています。これは、大阪府営水道導入に伴う簡易水道統合整

備や農業集落排水事業を含めた下排水整備、加えて一部事務組合におけるごみ

処理施設の建設において、多くの借入を行ったことによるものです。これらの

施設は、数十年にわたり使用するものであることから、将来世代もその負担を

わけあうことになります。 

 
※前年度との比較 

 連結貸借対照表において、前年度と比較してみると借入金残高や退職手当引

当金は、減少していることから町全体として将来の負担は減少していることと

なります。 
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３-３．連結行政コスト計算書 

３-３-１．概要 

 普通会計に加えて、水道、下水道、国

民健康保険、介護保険、診療所などにお

ける 1 年間の行政活動のうち資産形成に

結びつかない行政サービスに係る経常的

な経費（経常行政コスト）として、90 億

7,228 万 3 千円を計上しています。 
また経常収益では、普通会計に加えて、

水道、下水道の事業収益や国民健康保険

税、後期高齢者医療及び介護保険の保険

料、また診療報酬など、行政コストに対

する直接的な収入、30 億 6,097 万 9 千円

を計上しています。 
これにより純経常行政コストは 60 億

1,130 万 4 千円となります。 

 

３-３-２．行政コスト計算書の連単比較 

 「社会保障給付」については、国民健康保険、介護保険及び広域連合におけ

る後期高齢者医療などが加わったことにより 9.56 倍の 40 億 73 万 4 千円を計

上し、「その他行政コスト」については、(有)能勢物産センターにおける売上原

価などを計上したことにより 1 億 8,386 万 1 千円の皆増となっています。一方

「他会計等への支出額」については、会計間の取引の相殺消去により 8 億 2,713
万 7 千円の大幅な減となっています。経常行政コスト合計では、2.02 倍の 90
億 7,228 万 3 千円となっています。 
 また収入では、特別会計等における負担金が加わり、「分担金・負担金・寄付

金」が 93.97 倍と大幅に増えるとともに、特別会計の保険税等や独立採算を前

提としている水道事業などの企業会計における事業収益などにより、合計で

28.11 倍の 30 億 6,097 万 9 千円となります。 
 その結果、純経常行政コストは、1.37 倍の 60 億 1,130 万 4 千円にとどまっ

ています。 
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※前年度との比較 

 連結行政コスト計算書において、前年度と比較してみると、経常行政コスト

では、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療広域連合における「社会保

障給付」が、高齢化の進捗を反映するように 8,860 万 9 千円増加しています。 
 経常収益では、社会保障給付の増加に伴い「保険料」も増加はしているもの

の、行政コスト全体（純経常行政コスト）では、1 億 9,629 万 4 千円増加する

結果となりました。 

 

３-４．連結純資産変動計算書 

３-４-１．概要 

 普通会計に加えて、水道、下水道、国民

健康保険、介護保険、診療所などを一つの

行政サービス実施主体とみなして、貸借対

照表に計上している純資産がどのように変

動したかをあらわしています。 
また行政コスト計算書に計上される行政

コストに対する直接的な収入以外のものに

ついては、「補助金等受入」などに計上され

ます。 
 連結ベースの純資産残高は、期首の 265
億 237 万 4 千円から 5 億 8,607 万 6 千円減

少し、期末では 259 億 1,629 万 8 千円とな

っています。 

 

３-４-２．純資産変動計算書の連単比較 

 「補助金等受入」については、下水道、国民健康保険、介護保険及び後期高

齢者医療広域連合などの補助金が加わり 4.16 倍の 19 億 9,422 万 7 千円を計上

しましたが、一般財源における「その他行政コスト充当財源」は、会計間の取

引の相殺消去により普通会計よりも減少することになりました。 
 期末の純資産残高については、水道、下水道などが加わったことにより 1.74
倍の 259 億 1,629 万 8 千円を計上しています。 

 



27 
 

３-５．連結資金収支計算書 

［ 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 ］  

  （単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３-５-１．概要 

 普通会計に加えて、水道、下水道、国民健康保険、介護保険、診療所など連

結全体での歳計現金の出入りの情報をあらわしています。「経常的収支の部」で

は 9 億 7,662 万 4 千円の黒字、「公共資産整備収支の部」では 2 億 8,040 万円

の赤字、「投資・財務的収支の部」では 6 億 9,327 万 4 千円の赤字になってお

り、全体で 295 万円の黒字を確保しました。つまり連結ベースにおいても公共

資産整備及び投資・財務活動における赤字を税や使用料、事業収益などの一般
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財源で補てんしていることを示しています。 

 

３-５-２．経常的収支の部（連単比較） 

 連結内での会計間の相殺消去により「他会計等への事務費等充当財源繰出支

出」は皆減となりましたが、水道、下水道、診療所、一部事務組合などが加わ

り「人件費」、「物件費」が増加し、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医

療広域連合などにより「社会保障給付」が大きく増加したため、支出合計で 2.22
倍の 78 億 641 万 2 千円となっています。 
 収入でも、相殺消去により「その他の収入」が若干減少しましたが、特別会

計の補助金、負担金や保険料（税）、企業会計における事業収益などが加わった

ことにより、収入合計で 1.94 倍の 87 億 8,303 万 6 千円となりました。 

 

３-５-３．公共資産整備収支の部（連単比較） 

 連結内での会計間の相殺消去により「他会計等への建設費充当財源繰出支出」

は皆減となりましたが、水道及び下水道施設整備などにより支出が増えました。

しかし補助金、地方債などによる収入も増えたことから収支額は△2 億 8,040
万円となり、大きな変動はありませんでした。 

 

３-５-４．投資・財務的収支の部（連単比較） 

 連結内での会計間の相殺消去により「他会計等への公債費充当財源繰出支出」

は皆減となります。また連結ベースでは、財政調整基金（普通会計）の取扱が

資金となり投資・財務的収支に計上されないことから、地方債償還額の増加は

あるものの、結果として収支額は 1 億 6,427 万 5 千円改善し、△6 億 9,327 万

4 千円となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 


